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インフルエンザ診療最前線特 集

Alteration and its implication of
infl uenza virus surveillance
after law revision.
Komei Shirabe（所長）

●法律改正

●インフルエンザ病原体
サーベイランス

●地方衛生研究所

　インフルエンザの病原体サーベイラ

ンスは，感染症法に基づき感染症発生

動向調査事業の一環として主に地方衛

生研究所において行われているが，こ

れまで病原体サーベイランスに関する

法的規定は設けられていなかったこと

から，自治体ごとに検査検体数などに

大きな開きがあった。2014年11月に成

立し2016年４月施行予定の感染症法の

一部改正ではこれを是正するため，全

国の季節性インフルエンザの検査体制

を強化，均一化することを目的として，

新たに省令により指定提出機関におけ

るインフルエンザ検体採取の頻度が規

定される。本稿では，2014年度厚生労

働科学特別研究「科学的根拠に基づく

病原体サーベイランス手法の標準化に

関する緊急研究」（研究代表者：調　恒明）

の報告1）をもとに，サーベイランスの

変更点とその意義について解説する。

　季節性インフルエンザについては，

地方衛生研究所において臨床検体から

ウイルスの分離を行い，および遺伝子

情報などを収集・解析しており，その

目的は以下の通りである。

１．インフルエンザウイルス型，亜型

の決定

　ヒトに感染するインフルエンザウイ

ルスは，A，B，C型に分類されるが，

流行の主体はA型およびB型であり，

A型は自然宿主である鳥から約30年に

１度程度の頻度でヒト感染能を獲得し

て季節性インフルエンザとなる。Ａ型

インフルエンザは，HおよびN遺伝子

の種類により異なる亜型に分類され

る。2009年の新型インフルエンザのパ

ンデミック以降，それまでみられた
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